
甲南大学法科大学院入学試験問題について  

－ ２ ０ １ ７ 年 度 一 般 入 学 試 験 （ 前 期 募 集 ・ ８ 月 ２ １ 日 分 ） －  

 

試 験 科 目 ： 刑 事 訴 訟 法  

 

1 .  出題 趣旨  

（ １ ） お と り 捜 査 の 適 法 性 の 枠 組 に つ い て ， 法 １ ９ ７ 条 １ 項

に 従 っ て 説 明 す る こ と 。 必 要 性 ・ 緊 急 性 ・ 相 当 性 の 原 則 に つ

い て お と り 捜 査 に 沿 っ て 説 明 す る こ と 。 犯 意 誘 発 ， 機 会 提 供

とは 相当 性 の判 断事 項と し て捉 える こと 。  

（ ２ ） 逮 捕 後 ， 引 致 か ら 検 察 官 に よ る 勾 留 請 求 ， 裁 判 官 の 勾

留状 発付 ，そ の 執 行ま での 一 連の 流れ を簡 潔 に説 明す るこ と。

例 え ば 逮 捕 さ れ た ば か り の 被 疑 者 に 接 見 し た 弁 護 人 が 簡 潔 に

そ の 後 の 身 体 拘 束 の 流 れ を 説 明 す る の に 必 要 な 知 識 が 整 理 で

きる かを 問 うも の。  

（ ３ ） 公 判 前 整 理 手 続 の 意 義 と 条 文 を 参 照 し な が ら ， 重 要 な

手 続 と 構 造 を 説 明 す る こ と 。 予 定 主 張 ， 証 拠 調 べ 請 求 ， 類 型

証 拠 開 示 ， 予 定 主 張 明 示 ， 主 張 関 連 証 拠 開 示 な ど 経 つ つ ， 争

点， 証拠 ， 審理 計画 を策 定 する 者で ある こ とを 示す こと 。  

 

2 .  採点 実感  

● お と り 捜 査 に つ い て ， 比 較 的 よ く 書 け て い る 。 任 意 捜 査

で あ っ て も 必 要 性 ・ 緊 急 性 ・ 相 当 性 の 原 理 で 規 制 さ れ る こ と

を 摘 示 す る も の が 多 い 。 機 会 提 供 は 適 法 で ， 犯 意 誘 発 は 違 法

と機 械的 に 説明 する もの が ある が， 不正 確 。  

● 逮 捕 勾 留 の 段 取 り に つ い て は ， 勾 留 請 求 後 の 説 明 が 不 十

分 な も の が 目 立 つ 。 過 不 足 な く 全 体 の 流 れ を コ ン パ ク ト に 伝

える 知識 の 整理 が要 る。  

 ● 公 判 前 整 理 手 続 に つ い て は ， 条 文 を 引 用 す る だ け の 答 案

が目 立っ た 。制 度 の趣 旨を 踏 まえ ，手続 の構 造 を知 った 上で ，

重要 なポ イ ント を説 明し た もの もす くな か った 。  

 

3 .  学習 方法  

( 1 )標準 的 な教 科 書で 手続 の 流れ を理 解し ，目 次 を使 って そ れ

ぞれ の項 目 をコ ンパ クト に 説明 でき る勉 強 方法 をと るこ と  

( 2 )法科 大 学院 を 目指 す以 上 ，法 律家 とな る 自覚 で勉 強を す る

必 要 が あ る 。 逮 捕 勾 留 や 公 判 前 整 理 手 続 な ど 手 続 の 流 れ を 知

っ て い る だ け で な く ， 被 疑 者 ・ 被 告 人 な ど に 「 説 明 す る 」 と

いう 自覚 を 持ち なが ら基 本 知識 を定 着さ せ るこ と。  

 

 

 

 



 

 

 

 


